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   公立大学法人高崎経済大学中期目標 
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前文 

高崎市民各層が希望した高等教育機関として、昭和２７年３月に高崎市立短期大学が

開設された。その後、昭和３２年に短期大学を廃止し、高崎経済大学が開学した。 

以後、深く専門の学術を研究し、広く知識を授け、豊かな人間性と高い知識を備えた

人材を育成することにより、地域・社会貢献を行う大学として、大きな役割を果たして

きた。また、学生は全国各地からのみならず国外からも集まり、卒業生の多方面にわた

る活躍は目覚しいものがある。 

今日、少子・高齢化やグローバル化時代を迎え、大学は大きな転換期にある。しかし、

教育と研究及び地域・社会貢献という大学の役割は変わらず、社会環境の変化に適切に

対応できる高等教育機関としての立場から、今後も知の拠点として地域と国内外の発展

に寄与するために、以下の目標を定める。 
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Ⅰ 基本的な目標 

知の交流拠点  ―地域に立脚し、世界に発信する― 

 

【学生】 

学生の教育、研究、各種活動を充実させるため、学生へのサービスに資する学内環 

境、支援体制を整備し、魅力的な大学づくりのできる体制を確立する。 

「自主・自立」を理念とし、学生の自主性を尊重するとともに、将来、地域と国内

外の発展に寄与する自立した有為な人間の育成を大学全体の方針とする。 

【教育】 

学生の学びと成長を保証するとともに、卒業時における学生の質を確保するための

教育を実践する。 

【研究】 

自主的、創造的な研究活動を尊重しつつ、高水準の研究を追求し、学術研究の連携

の輪を地域や国内外に広げ、広い視野に立つ研究の要の役割を担う。 

【運営】 

学生の育成・支援に関する基本的な考え方が全学に浸透する大学運営を行う。 

【自己点検・自己評価】 

不断の自己点検・自己評価を行い、継続的に改善に努める。 

【法人運営】 

１８歳人口の減少に伴う大学受験者数の減少という社会環境の変化に危機意識を持

ち、柔軟で機能的な法人の運営にあたる。 

【中期計画】 

法人は、この中期目標達成のため、必要な具体的取組について、中期計画及び年度

計画を作成する。なお、中期計画の作成においては、数値目標や達成時期・達成水準

について、可能な限り具体的に示し、高崎経済大学のブランド力の維持・強化に努め

る。 

 

Ⅱ 中期目標の期間及び基本組織 

１ 中期目標の期間 
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平成２３年４月１日から平成２９年３月３１日までの６年間 

２ 基本組織 

学 部   経済学部、地域政策学部 

研究科   地域政策研究科、経済・経営研究科 

 

Ⅲ 教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育の質の向上に関する目標 

（１）入学者受入 

大学の教育方針を理解し、入学後の学習に対応できる基礎学力と意欲を備えた学

生を確保するため、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を作成し、明示

する。また、社会の変化に対応しながら、常に質の高い受験生及び入学者を確保す

るため、適切な方策を講じる。 

（２）学生の育成 

専門的な知識や教養はもとより、豊かな人間性と倫理観を兼ね備えた人材を育成

する。また、地域社会の特性や課題を理解し、その向上発展に寄与するとともに、

グローバルな視野を持ち、国の内外において活躍できる人材を育成する。 

（３） 教育の内容 

学生の意欲を尊重し、地域や社会、時代のニーズに応じた多様な教育に取り組む

とともに、特色ある教育の実現を目指し、全学的な視点で教育・学習環境の整備を

進める。また、学生が主体的に学習に取り組むことができるよう、教育・指導体制

を充実する。さらに、成績評価基準の明確化により適切な成績評価を実施し、卒業

時の学生の質の確保を図る。 

（４）教育の改善 

学生による授業評価や第三者による教育評価を取り入れ、ＦＤ（ファカルティ・ 

ディベロップメント）等を通じて教育力の向上に取り組み、教育の内容や方法の改

善を体系的、継続的に行い、学生の学びと成長を保証する。 

 

※ＦＤ（Faculty Development）  

 授業の質的向上を目指す教育指導能力の開発。「教員相互の授業参観」などの実践

的取組により、組織的に教育内容・方法の改善を目指す。  
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２ 研究の質の向上に関する目標 

（１）研究の方向性及び水準 

研究者の自主的、創造的な研究活動を尊重する。また、基礎的研究の充実を図る

とともに、地域や社会、時代のニーズに応じた研究を推進し、常に研究者として高

水準の研究を追究する。 

（２）研究の実施体制 

中期目標期間において重点的に取り組む研究テーマを定める。個人及び共同の研

究活動を促進し、その支援体制の充実を図る。また、学内外での横断的な共同研究

に対する研究実施体制の強化を図る。 

（３）研究成果の公表、発信並びに評価及び利活用 

自己点検・自己評価や第三者評価の実施・活用等により、多様な観点から研究の

成果を検証し、その結果について適正な評価を行う。また、研究成果を学内外へ積

極的に発信するとともに地域・社会に還元する。 

 

Ⅳ 学生支援に関する目標 

１ 学習支援に関する目標 

一人ひとりの学生の学びと成長を支援するため、学生個々に対応したきめ細やかな

履修指導や学習相談を行う。 

２ 学生生活支援に関する目標 

（１）経済的支援 

各種奨学資金の活用に努めるとともに、学生の経済的支援体制を充実するための

方策について検討、実施する。 

（２）心身の健康相談 

学生の心身の健康相談に対応する窓口や環境を充実、整備するなど、心身ともに

充実した学生生活を送るための支援策を実施する。 

（３）各種ハラスメント相談 

学生に対するアカデミックハラスメント、セクシャルハラスメント等の問題に適

切に対処する体制を整備し、防止対策、事後対応について万全を期する。 

（４）生活相談等 
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学生の生活全般を支援するための相談窓口や体制を充実、整備するとともに、学

生が行う課外活動やボランティア活動に対する必要な支援を行う。 

３ 学生団体の支援に関する目標 

学生団体の各種活動について支援する。 

４ キャリア支援に関する目標 

学生のキャリア形成に必要な体制や各種資格を取得するための支援・方策を拡充・

整備し、就職率の一層の向上を図る。さらに、卒業生との連携を強化するなど、全学

的にキャリア支援の強化に取り組む。 

 

Ⅴ 地域・社会貢献に関する目標 

１ 地域貢献に関する目標 

（１）地域社会への貢献、市民への知の還元 

市民活動やまちづくり活動を行う地域団体等と連携・協力する学生や教職員の活

動を支援する。また、高崎市民の生涯学習の拠点としての役割を担い、地域や社会

のニーズの把握に努め、大学の知的資源を還元する。 

（２）高崎市との連携、産学官連携 

高崎市との連携について、組織的かつ柔軟に対応するとともに、住民や企業とも

連携・協力を推進し、産学官連携の要として、地域産業の創出と活性化に貢献する。 

２ 社会貢献に関する目標 

（１）国、地方公共団体等との連携 

国、地方公共団体等との連携について、組織的かつ柔軟に対応する。また、その

成果を学内外に還元する仕組みを整備する。 

（２）大学間連携 

大学間、大学院間の連携を促進する。 

（３）産業界との連携 

産業諸分野への支援体制を整備し、広く産業界と連携する。 

（４）知の拠点化・組織化 

知の拠点としての大学のあり方を検討し、組織化のための具体的な方策を実施す

る。 
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３ 国際貢献に関する目標 

国外の大学等との連携を促進しつつ、教育研究を通じて、国際社会で通用する人材

を育成する。 

４ 高大連携に関する目標 

高崎経済大学附属高等学校との連携を強化し、附属高等学校の教育活動への支援と

協力を促進する。また、地元からの優秀な受験生を確保するため、県内各高校との連

携を強化する。 

 

Ⅵ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 運営体制・手法に関する目標 

（１）全学的な経営戦略の確立 

理事長と学長のリーダーシップの下、理事会、経営審議会、教育研究審議会が適

切に役割を分担し、法人としての経営戦略を確立し、機能的で効率の良い運営を行

う。 

（２）学生の声を反映した業務運営 

学生の声を聞く仕組みを確立するとともに、学生へのサービスの基本的な考え方

を全学に浸透させた業務運営を行う。 

（３）開かれた運営 

学外の有識者、専門家の登用を図り、社会的説明責任を果たしうる体制を整備す

る。 

（４）内部監査機能 

監事を中心とした実効性のある監査体制を整備する。 

（５）改革の継続 

継続的に改革を行うための仕組みを整備する。 

２ 教育研究組織の充実・改革に関する目標 

効果的な教育研究の推進のため、時代のニーズに対応した組織の充実・改革を行う。 

３ 人事の適正化に関する目標 

適正かつ効果的な人事体制を確立するとともに、専門性が必要とされる事務職員に

は経験者を採用するなど、現状に即した柔軟で多様な人事制度を構築するよう努める。
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また、事務職員については、法人職員の採用を計画的に進める。 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

常に事務手続の方法や事務分掌の見直しなどを行い、効率化・合理化に努める。 

 

Ⅶ 財務運営の改善に関する目標 

１ 外部資金の獲得、自己収入の増加に関する目標 

外部資金獲得の増加を図るための支援・推進体制を確立する。併せて、授業料等を

基本とした自主財源の安定的確保及び自己収入の増加に努める。 

２ 経費の効率化に関する目標 

教育研究の水準の向上に配慮しつつ、業務内容や方法の見直し・改善等による効率

化・合理化により、経常的経費の節減を図る。 

３ 資産の管理運用に関する目標 

適切な資産管理体制を整備する。 

 

Ⅷ 自己点検及び自己評価並びに情報の提供に関する目標 

１ 自己点検・自己評価に関する目標 

自己点検・自己評価及び第三者評価を定期的に実施し、その評価結果を教育研究及

び業務運営の改善に活用するとともに、学生、保護者及び市民等に分かりやすく公表

する。 

２ 情報公開の推進及び個人情報の保護並びに広報活動に関する目標 

教育研究、地域・社会貢献及び業務運営の状況並びに財務内容等に関する情報を積

極的に公表し、法人としての説明責任を果たす。また、個人情報については、収集目

的を明確にし、適切な管理に努める。さらに、広報活動については、戦略的かつ組織

的に推進する。 

 

Ⅸ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設の整備、維持管理に関する目標 

総合的な観点から大学内の施設の有効利用、活用を図るため、計画的な維持管理を

行う。また、学生の快適な学習環境を確保するため、計画的に各種施設を整備する。 
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２ 安全管理等に関する目標 

事故、災害、感染症等に対する危機管理体制の充実を図る。 

３ コンプライアンスの推進に関する目標 

適正な業務運営の保持増進を図るため、法令遵守を徹底し、法人としての社会的責

任を果たす取組を行う。 

４ 人権尊重に関する目標 

ハラスメント等に対して、人権尊重の視点に立った取組を全学的に推進する。 

５ 環境負荷軽減に関する目標 

高崎市の環境方針に沿った取組を全学的に行う。 

６ 後援会、同窓会との連携に関する目標 

教育研究の推進並びに学生の生活支援及びキャリア形成のため、後援会や同窓会と

連携を図る。 


